
【第１号関係様式】 

 

回答書 

 
令和８年３月５日 

 

大学生×ふくしま県北魅力体験プロジェクト実施業務委託公募型企画プロポーザルに係る質問について、

下記とおり回答します。 

質問事項 内  容 

各種様式（公募様式） 

 

 

 

 

 

5 委託業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 委託業務内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問：第 2号様式及び第 5号様式の押印は必要か。福島県の部署毎に対応

が異なる為確認したい。 

（回答） 

 第２号様式「参加申込書」及び第５号様式「同意書」について、押印は

求めていません。 

 

（１）体験ツアーの実施 

ウ 実施回数及び募集人数 

（イ）１コース当たりの参加者は８名程度とする（合計２４名程度）。 

 

質問：家族単位での参加は認められるか。1家族の人数制限はあるか。 

（回答） 

 体験ツアーの参加者について、家族単位での参加も可能であり、１家族

の人数制限はありません。 

 本事業の趣旨は、体験ツアーに参加することで、本県（県北地域）への

興味・関心を高めてもらい、関係人口の拡大、移住者の増加及び若者の還

流を促進することになりますので、その趣旨に合致する方であれば体験ツ

アーの参加者になり得ます。 

 ただし、募集に当たり、家族単位での参加も可能である旨の明示は行わ

ず、申込み状況等を踏まえ、当局で参加者を決定します。 

 

（１）体験ツアーの実施 

エ 参加費用負担 

（イ）集合場所までの交通費など参加に当たって必要となるその他の経費

は参加者の自己負担とする。※各種支援制度の利用は妨げない。 

 

質問：東京駅発着の貸切バスでのツアー実施は可能か。 

（回答） 

 体験ツアー参加者の集合・解散場所は指定しておりませんが、ツアーは

１泊２日で実施することから、時間を考慮すると県北管内での発着が望ま

しいと考えています。 

東京駅発着の貸切バスで充実したツアー内容を提案することが可能であ

れば実施は可能です。 



5 委託業務内容 

 

 

（１）体験ツアーの実施 

オ 実施内容 

（オ）体験ツアーの様子は、管内在住大学生が動画等で撮影してＳＮＳ等

で発信するとともにポータルサイト等にも掲載すること。 

 

質問：福島県サーバー内にポータルサイトを制作することは可能か。 

（回答） 

 当局ホームページ内に県が特設ページ（サブサイト）を設けることは可

能です。 

※ 質問項目が多い場合は、本様式に限らずエクセル等の別様式により回答する場合があります。 


